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金沢市指定ごみ袋製造業務委託仕様書 

 

１ 委 託 名 

金沢市指定ごみ袋製造業務委託 

 

２ 履行期間 

契約締結の日から令和８年９月 30 日まで 

 

３ 指定ごみ袋の種類及び年間納入予定数量 

金沢市指定ごみ袋（以下「指定ごみ袋」）を作成し、その納入予定数量は次のとおり

とする。 

種類 枚数 
組数（外装袋数） ダンボール箱数 

１組 10 枚入り １箱 50 組入り 

45ℓ 相当 3,100,000 枚 310,000 組 6,200 箱 

30ℓ 相当 2,650,000 枚 265,000 組 5,300 箱 

20ℓ 相当 2,700,000 枚 270,000 組 5,400 箱 

10ℓ 相当 2,100,000 枚 210,000 組 4,200 箱 

５ℓ 相当 950,000 枚 95,000 組 1,900 箱 

計 11,500,000 枚 1,150,000 組 23,000 箱 

 

４ 指定ごみ袋の形状等 

（１）袋の形状 

Ｕ形袋（ガセット・ベロ付き）JIS Z 1711-1994 の規定４図１のＵ形袋の規格を準

用すること。 

（２）縦・横・幅寸法   

別紙１のとおりとし、JIS Z 1711-1994 の規定 6.2 に適合すること。 

（３）厚さ  

0.030mm 以上 

 

５ 指定ごみ袋の材質 

（１）低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ） 80％ 

メタロセン低密度ポリエチレン   20％ 

（２）増量剤として炭酸カルシウムを混入しないこと。 

 

６ 指定ごみ袋の色 
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（１）袋本体の色は、乳白色とし、半透明で中身が識別できるものとする。 

（２）袋本体に印刷する文字等の色は、次のとおりとする。 

種類 色 指定色 

45ℓ 相当 青 DIC・2392 

30ℓ 相当 赤 DIC・2263 

20ℓ 相当 黄土 DIC・314 

10ℓ 相当 緑 DIC・2318 

５ℓ 相当 紫 DIC・2440 

（３）文字等の印刷については、耐候性、耐熱性、耐移行性、耐溶剤性等の面で堅牢
ろう

度に優

れているものを使用すること。 

（４）色彩等の決定については、発注者と協議の上、最終的には発注者の指示に従うこと。 

（５）使用する顔料及びインキは、食品包装材料用印刷インキに関する自主規制（ＮＬ規制）

に準拠しており、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属及び塩素化芳

香族炭化水素のハロゲン化合物を含まないものとし、内容に適合することを証明する書

面を提出すること。 

 

７ 図案、表記等  

別紙２及び別紙３のとおり 

 

８ エンボス加工  

別紙４のとおり 

 

９ 指定ごみ袋の性能等 

（１）材料の強度 

使用するフィルムの強度は、JIS Z 1702-1994 の規定３に適合すること。 

なお、引張強さの測定方法は、JIS Z 1702‐1994 の規定 7.5 に従うものとする。 

※ただし、引張強度を縦横とも 30MPa 以上、伸び率 300％以上とすること。 

（２）袋の性能  

JIS Z 1711-1994 の規定 7.2 に適合すること。 

（３）袋の外観 

袋は均質で泡、むら、フィッシュアイ、異物の混入、ピンホール等の使用上有害な

欠点がなく、かつ、形状が均整で、切断部などの仕上げが良好であり、印刷むらが目

立たないこと。 
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10 外装袋の規格等 

（１）形状等  

平形袋で、ごみ袋を指定のとおり折り１組が収納できるようにすること。また、１

枚ずつ無理なく取り出せるよう、上部にミシン目を入れること。 

（２）材 質  

ポリエチレン製 

（３）本体色  

文字等を印刷する範囲を白とし、その他は透明とする。 

（４）文字色等  

印刷する文字等の色は、次のとおりとする。なお、印刷に関する注意事項について

は、「６ 指定ごみ袋の色」の（３）から（５）に準ずるものとする。 

種類 色 色指定 

45ℓ 相当 青 DIC・2392 

30ℓ 相当 赤 DIC・2263 

20ℓ 相当 黄土 DIC・314 

10ℓ 相当 緑 DIC・2318 

５ℓ 相当 紫 DIC・2440 

（５）図案、表記等 

① 別紙５から別紙 11 のとおりとする。 

② 家庭用品品質表示法（昭和 37 年法律第 104 号）第３条の規定に基づき、合成樹脂加

工品品質表示規定に定める内容を記載すること。また、発注者が指定するＪＡＮコ

ードを、黒色で、必ずスキャナで読み取りが可能な状態で適正に表示すること。 

（６）その他 

① 品質等については、「９ 指定ごみ袋の性能等」の（２）及び（３）に準ずること。 

② 外装袋のバッククローズは、ヒートシールとする。 

 

11 梱包
こんぽう

方法 

（１）外装袋による梱包 

原則、縦を四つ折り、横を二つ折りにして１組 10 枚入りとし、外袋からエンボス

加工が確認できるように折り目を考慮の上、１枚ずつ取り出せるよう外装袋に入れる

こと。 

（２）ダンボール箱の梱包 

① 50 組（500 枚）で１箱として梱包し、６段程度積み重ねても潰れない強度のものを

使用すること。 
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② 梱包した箱の側面４か所に、次の内容を分かりやすく表示すること。 

ア 「指定ごみ袋の区分」  （例：金沢市指定ごみ袋（販売用・５色版）） 

イ 「袋のサイズ」     （例：サイズ 45 リットル相当） 

ウ 「枚数」         （例：１組（10 枚入）×50 組入り） 

エ 「工場名」及び「製造業者」 

オ 「ロット番号」 

カ 「製造年月日」 

③ ダンボール箱の寸法は、次に示す寸法を目安とし、詳細については、発注者と協議の

上、決定する。寸法は、内容物との間に隙間ができないよう調整すること。 

種類 ダンボール箱の寸法（目安） 

45ℓ 相当 長さ:490×巾:260mm×高さ:190 

30ℓ 相当 長さ:450×巾:240mm×高さ:190 

20ℓ 相当 長さ:400×巾:200mm×高さ:190 

10ℓ 相当 長さ:340×巾:160mm×高さ:190 

５ℓ 相当 長さ:270×巾:120mm×高さ:190 

 

12 事前検査 

（１）目的 

本格的な製造開始前に、製造された指定ごみ袋について、本仕様書で定める事項に

適合していることを確認するために実施する。 

（２）検査要領 

① スケジュール表の提出 

納期限に間に合うよう計画し、サンプル品提出から初回納品までのスケジュール

を記したものを、書面にて契約締結日から２週間以内に本市に提出し、承認を受け

ること。 

② レイアウトの提出 

仕様書の規定に基づき、指定ごみ袋の内袋及び外装袋並びに外箱のレイアウトを

作成し、電子データ（PDF）又は文書にて提出し、校正を受けること。 

③ サンプル品及び製造工程写真の提出 

本仕様書における外装袋に詰めた工程までのものを、サンプル品として提出する

こと。また、製造工程写真（製造工場外観、工場内部、インフレーション工程、印

刷工程、製袋工程、外装袋詰工程及び箱詰工程）を提出すること。 

④ 試験 

提出されたサンプル品について、本市の検査を受けた後、本市が認める第三者機関

（以下「第三者機関」という。）において試験を受けること。 

⑤ 試験結果等の提出 

本仕様書「４ 指定ごみ袋の形状等」の（３）、「９ 指定ごみ袋の性能等」の（１）

及び（２）の適合並びに本仕様書「５ 指定ごみ袋の材質」の（２）に規定する炭酸
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カルシウム混入の有無について、第三者機関が測定・作成をした試験結果（（３）の

全ての試験項目について、記載のあるもの）を提出すること。 

なお、試験結果において炭酸カルシウムが検出されたときは、受注者は、増量剤

として炭酸カルシウムを混入していない旨の誓約書及び炭酸カルシウムが検出され

た理由書を作成し、添付すること。 

（３）第三者機関で測定する試験内容 

① 材質関係 

試験項

目 

仕 様 書 適 合 条 件 

材質 

袋の材料であるフィルム自体に炭酸カルシウムが混入してい

ないこと。ただし、増量剤目的ではないもの（フィルムの着

色顔料等）に含まれるものを除く。 

② 強度関係 

試験項目 仕 様 書 適 合 条 件 
JIS Z 1702  

適用箇条 

強度 

引張強さ 30.0MPa 以上であること。 7.5 

伸び 300％以上であること。 7.5 

衝撃試験 適合すること。 7.6 

③ 形状・性能関係 

試験項目 仕 様 書 適 合 条 件 
JIS Z 1711   

適用箇条 

厚さ 0.030mm 以上であること。 8.2 

性能 

ヒートシール 

強さ 

JIS Z 1711-1994 の表８に適合す

ること。 
8.4 

印刷はく離強

さ 

印刷物の面積が 80％以上残るこ

と。 
8.5 

水漏れ 水漏れがないこと。 8.6 

（４）事前検査に係る費用については、受注者が負担すること。なお、本市に提出したサン

プル品については、納品数に含まないものとする。 

 

13 製造 

（１）受注者は、前項に定める本市の事前検査に合格していることが確認されるまで、指定

ごみ袋の本格的な製造を開始してはならない。 

（２）製造に当たっては、本市の事前検査を受け、合格したサンプル品と同じ材質・同じ顔

料及びインキを使用した同品質のものとすること。 

 

14 納期及び納品場所 
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（１）納  期 

納品は別紙 12 のとおり２回に分けて行うものとする。ただし、予定数量を超える分

の納期については、発注者と受注者協議の上、決定するものとする。 

（２）納品場所 

日本通運株式会社金沢支店国際物流センター（920-0211 金沢市湊３丁目５番地） 

ただし、納品場所について変更がある場合は発注者と受注者協議の上、決定するもの 

とする。 

（３）納品については、発注者が指定する納品場所において、荷下ろしまでの作業を行うこ 

とを想定し、体制を整えること。なお、納品時に使用するパレット等については、本市

の委託する指定ごみ袋保管・配送業者（以下「配送業者」）と事前に協議の上、決定する

こと。また、当該荷下ろしに係る費用については、受注者が負担すること。 

（４）納品完了後に納品ごとに納品月日及び納品数量を記載した受領書を受注者が作成し、 

配送業者の受領印を徴し、その写しを発注者に提出すること。 

 

15 製造品の検査 

（１）目的 

実際に納品された袋について、本仕様書の内容に適合していることを確認するため

に実施する。 

（２）検査要領 

① サンプル品の提出 

指定ごみ袋の納品ごとに、サンプル品（外装袋に詰めた工程までのもの）を提出

すること。 

② 検査方法 

提出されたサンプル品と、「12 事前検査」の際に提出されたサンプル品を、目視

等で比較することによって、本仕様書に適合しているかを判定する。 

③ 試験結果等の提出 

第１期納品時に提出したサンプル品について、本市の検査を受けた後、本仕様書

「12 事前検査」の（２）⑤で定めた試験を実施し、その結果を提出すること。なお、

炭酸カルシウムが検出された場合で、事前検査時と比べその数値に著しく差違が生

じた場合は、理由書を作成し、提出すること。 

（３）製造品の検査に係る費用については、受注者が負担すること。なお、本市に提出した

サンプル品については、納品数に含まないものとする。 

（４）その他 

① 検査不合格となった場合は、本市指定の保管場所から、直ちに納品した指定ごみ袋

を撤去の上、本市の指示に従い改善したサンプル品を提出し、再検査を受けること。 

② 検査不合格による袋の撤去費用等については、受注者が負担すること。 

③ 指定ごみ袋の所有権は、検査を合格したときに、受注者から発注者に移転するもの

とする。 
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16 その他 

（１）万一、納品された袋の品質等に疑義が生じた場合は、本市が無作為に抽出した指定ご

み袋につき、受注者が費用負担の上、本市が指示する項目について第三者機関による試

験結果を作成し、本市に提出すること。その結果、本仕様書に適合していなかった場合

については、受注者の責任において速やかに改善し、本市の承認を得た良品と無償交換

すること。 

（２）受注者の責任による不良品があった場合、良品と無償交換すること。 

（３）受注者が製造した不良品を含む全ての指定ごみ袋について、本市が管理する方法以外

に使用されることや、流通することがないように徹底した管理をすること。 

（４）本市仕様書並びに発注者の指示した事項及び協議の上決定した事項に従い製版した版

の版権は発注者に帰属するものとする。 

（５）本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、本市との協議の上、決定する。 
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別紙１ 

指定ごみ袋の寸法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

種類 ①全長 ②仕上幅 ③ガセット幅 ④取手幅 ⑤取手長さ ⑥ベロ幅 ⑦ベロ長さ 

45ℓ相当 865 ㎜ 450 ㎜ 100 ㎜ 80 ㎜ 195 ㎜ 70 ㎜ 150 ㎜ 

30ℓ相当 785 ㎜ 385 ㎜ 90 ㎜ 70 ㎜ 185 ㎜ 60 ㎜ 130 ㎜ 

20ℓ相当 705 ㎜ 320 ㎜ 80 ㎜ 60 ㎜ 165 ㎜ 60 ㎜ 120 ㎜ 

10ℓ相当 565 ㎜ 250 ㎜ 70 ㎜ 50 ㎜ 135 ㎜ 50 ㎜ 100 ㎜ 

5ℓ相当 440 ㎜ 200 ㎜ 60 ㎜ 40 ㎜ 120 ㎜ 40 ㎜ 90 ㎜ 
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別紙２ 

指定ごみ袋の印刷内容について 

 

（表）  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類により表示内容を変更 
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別紙３ 

（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・文字等の色は、種類ごとに５色刷りとする。 

・表裏とも同一の色及び表示内容とする。 

種類により表示内容を変更 
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別紙４ 
指定ごみ袋のエンボス加工について 

 

 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表側の左側のみに施すこと。 

・外袋から触っても分かるように凹凸をはっきりさせること。 
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別紙５ 

外包装の印刷内容について 

 

 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・文字等の色は、種類ごとに５色刷りとする。 

 

  

種類により 
表示内容を変更 

内枠の中を白塗り 

MADE IN CHINA 

原産国により 
表示内容を変更 
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別紙６ 

（裏）   

４５ℓ 相当 

 
 
 
 
  

    

JAN コード 
表示領域 

内枠の中を白塗り 
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別紙７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

内枠の中を白塗り 
３０ℓ 相当 

「プ ラ ス チ ッ ク 資 源 」

～ プ

JAN コード 
表示領域 
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別紙８ 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

 

２０ℓ 相当 

JAN コード 
表示領域 

内枠の中を白塗り 
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 別紙９ 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

       

  

１０ℓ 相当 
内枠の中を白塗り 

JAN コード 
表示領域 
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 別紙 10 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

５ℓ 相当 

JAN コード 
表示領域 

内枠の中を白塗り 
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別紙 11 

 

ＪＡＮコード 

種類 ＪＡＮコード 

45ℓ 相当 ４９２９１４５００００６４ 

30ℓ 相当 ４９２９１４５００００７１ 

20ℓ 相当 ４９２９１４５００００８８ 

10ℓ 相当 ４９２９１４５００００９５ 

５ℓ 相当 ４９２９１４５０００１０１ 

 

 外包装の寸法：以下の寸法を目安とし、詳細は発注者と協議の上、決定する。 

種類  縦寸法   横寸法 

45ℓ 相当 280mm 240mm 

30ℓ 相当 250mm 220mm 

20ℓ 相当 230mm 205mm 

10ℓ 相当 190mm 180mm 

５ℓ 相当 190mm 130mm 
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別紙 12 

指定ごみ袋の納品期限及び年間予定数量 

 

 

 

 

枚数 組数 箱数 枚数 組数 箱数 枚数 組数 箱数

1,550,000 枚 155,000 組 3,100 箱 1,550,000 枚 155,000 組 3,100 箱 3,100,000 枚 310,000 組 6,200 箱

1,325,000 枚 132,500 組 2,650 箱 1,325,000 枚 132,500 組 2,650 箱 2,650,000 枚 265,000 組 5,300 箱

1,350,000 枚 135,000 組 2,700 箱 1,350,000 枚 135,000 組 2,700 箱 2,700,000 枚 270,000 組 5,400 箱

1,050,000 枚 105,000 組 2,100 箱 1,050,000 枚 105,000 組 2,100 箱 2,100,000 枚 210,000 組 4,200 箱

475,000 枚 47,500 組 950 箱 475,000 枚 47,500 組 950 箱 950,000 枚 95,000 組 1,900 箱

納 品 期 限 令和８年８月31日 令和８年９月30日

30ℓ 相当

20ℓ 相当

10ℓ 相当

５ℓ 相当

種類・容量

第１期納品分 第２期納品分 合　　計

指
定
ご
み
袋

45ℓ 相当


